
 
 
 
 
 

 
 
 

様
式
第
二
号
（
第
八
条
関
係
） 

備考：区分欄には、乳児用食品にあっては「乳児用食品」と、幼児 
用食品にあっては「幼児用食品」と、妊産婦用食品にあって 
は「妊産婦用食品」と、病者用食品にあっては「病者用食品」 
と、その他の特別の用途に適する食品にあっては、当該特別の 
用途を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様
式
第
五
号
（
第
八
条
関
係
） 

備考：区分欄には、乳児用食品にあっては「乳児用食品」と、幼児 
用食品にあっては「幼児用食品」と、妊産婦用食品にあって 
は「妊産婦用食品」と、病者用食品にあっては「病者用食品」 
と、その他の特別の用途に適する食品にあっては、当該特別の 
用途を記載すること。 

 


